
ブル＝六サご■‾‖………‾…‾…‾‾■‾…‾‾‾  匝      01      0     ‾ クンベリー  垣            0  
ハ、、クルヘリー   垣            0  

0  その他のベリー類 実  0 5      01  ぶど－  垣            3  
かき   垣      8．0  2  49  

2  25    22．6  バナナ              35  
キウイー  垣     1．3      2  
パパイヤ   0．1     0  

ポカド  匝           0     パイナップノレ  匝  0    1．0      0   
グアバ   0．1      0  

0  マンゴー・  匝    軒  01  
パ・・ションフ′レーツ  担            0  
なっめやし  担  
その他の果実  匝      5 9・  
綿実  0．02      0．0  
ア←モンド  0 02      0 0  
茶  20      28、0  7    86     ホ、、プ  10      10      壁  
その他のハープ  睡      0      0  
陸棲哺乳類の肉類  0．4      13  2    23  
陸棲哺乳類の乳類  0 09      17  匡  5  
家禽の肉類  0．01      0．  
家禽の卵類  0．01   0  0  

494．0   288．  457．  5   

ADI比（％）  3∈i．6   75．  34．      7   

（別紙3）  

ミクロブタニル推定摂取量（単位：〝g／人／day）  

食品群  

ハセリ・   9  ・0 9．   0  
0   0  みノつば   匝  0 2：．    1－  

その他のせり科野菜・   打  0．1■    0  
トマト  匝  24 3－   16  ピー ン   匝  4 4－    2  なす   睡  4 0・    0  

匝  0 2：   0  
育む）  匝  16 3■  ，8  

9．4：   5．  かぼちや（スカッシュを含む   匝         臼  
しろうり   垣  0．3：   0．        すいか一   匝  01巨 ‘0  
メロン額果実 ・   垣  0 4－    0  

0  まくわうり   垣  r O．1：  
0．5：  その他のうり科野菜   ’1     0．  

ほ かんそっ   担  18 7こ   10  
たけの▼  匝  2 0・   0，        オク   匝  0 3・    0  

未成熟  えんとフ  匝  0▲6．   0  
1.2: 1.8: 未成熟いんけん   担  19．  

えだまめ   匝  0．1ご    0．  
9．7ミ  その他の野菜   ．1ゝ   12 6l，  

りん、’   05  17 7．  1  日本たし   07  3 6て  
西洋なし   0 7  － 0 07t    O  マルメロ   05  01t  

01；  びわ，   巨  
もも ，   匝  0 5・        ネクノrリ■ン   2  0 2；  

く（アプリコ、・トを含む）  2  0 2■  
（プレー、を含む）   0 2  0 0・  ーめ   2  2 2・  

己む）  2  0．2て  
巨  0 3■  

01：  

‾ズペリー   匡         プフックペリー・   ・l  0．1こ  

高齢者については畜産秋鮭婦については家禽の卵類の摂取量データがないため、国民平均の摂取量  
を参考とレた。  

TMDI：理論最大1日摂取量（Theor【eticalMaximum DailyIntake）  
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答申（案）  

ミクロブタール 

痍留基準値  
食品名 

Dl）m   

小麦   0．3   

大麦 0．5   

はくさい   
チンゲンサイ  
その他のあぶらな科野菜江1）   

ごぼう   
サルシフイー   

アーティチョーク   
チコリ   
エンダイブ   
しゆんぎく   
レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）  9   

その他のきく科野菜注2）   

たまねぎ   
ねぎ（リーキを含む。）   

にんにく   
にら   
アスパラガス  

わけぎ   
その仙のゆり科野貰注3）   

にんじん   
プ1－ス土ップ   ‾   
六   9   

みつば   
その他のせり科野菜   

トマト   
ピーーマン   1   

百デ   
その他のなす科野菜注射   
呈ゆ－り カーキンを含む【）  堅   
かiちや スカッシュを  エニニニ 
しろうり   
すいか   
メロン類果実   
まくわうり   
その他のうり科野菜注5）   

ほうれんそう   

たけのこ   

オ‾タラ   
末、、えんど’   
未、吾、、いんげん  
えだまめ   

その他の野菜注6）   

りんご   0二5   

日 なし   0．7   

西洋なし   0．7   

－7／レメロ   0．5   

TJくわ  

1   

ネクタリン   2   

あんず（アプリコットを含むh）   
リ 

2   

レーンを昌むh）   0．2   

ーめ   2   

いちご   
ラズベリー  
ブラックペソ・－   

（参考）  

これまでの経緯   

初回農薬登録  
残留農薬基準告示  
厚生労働大臣より残留基準設定に係る食品健康影響評価にらい  
て要請（厚生労働省発食安第0325016号）  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  
価について通知  
薬事・食品衛生審議会への諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

平成 2年11月 7日  
平成17年11月29日  
平成20年 3月25日   

平成21年 5月21日   

平成22年12月17日  
平成22年12月24日  

注1）rその他のあぶらな科野菜」とは、  
あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、  
だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の  
葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、 ベ 
キャツ、芽キャベツ、ケール、こまつ 
な、きような、チンゲンサイ、カリフラ  
ワー、ブロッコリー及びハープ以外のもの  
をいう。  

注2）「その他のきく科野菜」とは、きく  
科野菜のうち、ごぼう、サルシフイー、  
アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、  
しゆんぎく、レタス及びハープ以外のもの  
をいう．  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委貞］   

注3）†その他のゆり科野菜」とは、ゆり  
科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんに  
く、にら、アス／ミラガス、わけぎ及びハー  
プ以外のものをいう。  

青木 宙 

生方 公子  

○大野 泰雄   

尾崎 博   
加藤 保博   

斉藤貢一   
佐々木久美子   

佐藤 清 
志賀 正和   

豊田 正武 

永山 敏廣   
松田 りえ子   

山内 明子   

山添 康   

吉池 信男   
由田 克士   

鰐渕 英機   

（○：部会長）  

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授  
国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  
星薬科大学薬品分析化学教室准教授  
元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

財団法人残留農薬研究所理事・化学部長  
元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長  

実践女子大学生活科学部食生活科学科教授  
東京都健康安全研究センター医薬品部長  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会執行役貞組織推進本部長  
東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授  

大阪市立大学大学院生活科学研究科教授  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  

注4）ーその他の年す科野菜」とは，なす  
科野菜のうち，トマト ピーマン及びなす  
以外のものをいう。  

注5）「その他のうり科野菜」とは、うり  
科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろ  
うり、すいか、メロン穎果実及びまくわう  
り以外のものをいう。  

注6）rその他の野菜」とは、野菜のう  
ち、いも額、てんさい、さとうきび、あぶ  
らな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せ  
り科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほう  
れんそう、たけのこ、オクラ、しようが、  
未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま  
め、きのこ類、ス′くイス及びハープ以外の  
ものをいう。   
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残留基準値  
食品名  

Dt）わ   

ブルーベリー   
クランベリ岬   
ハックルベリー   

その他のべリー類果実注ア）   0．5   

ぷどう   
かき   
バナナ   2   

キウイー   
パパイヤ   
アボカド   
パイナップル   
グアバ   
マンゴー   

パッションフルーツ   

なつめやし  

その他の果実注，8）   

綿実   0．02   

アーモンド   0．02   

茶   20   

ホッー7   10   

その他のハープ渡9l   

牛の筋肉  0．03   

豚の筋肉   0．0   

その他の陸棲哨乳掛こ属する動物江川）の筋肉  0．03   
牛の脂肪、   
豚の脂肪   0．02   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の堕堕仙  0．0豆   
牛の肝臓   0二4   

豚の肝臓  0．4   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．4   

牛の腎臓   
豚甲腎臓  0．07   

0．   その他の陸楕哺乳類に属する軌物の腎臓  6テ   
牛の食用部二：†注Il）   0．4   

雇石膏再蔀：∫   0．4   

その他の陸桟哺乳賛に粛千石蘭画あ蚕肩画房 b二4   

乳   0．09   

鶏の筋肉  0．01   
その他の家iぎん注12）の筋肉   0，0ユ   

鶏の脂肪   0．01   

その他の家i澗「 0．01   

鶏の肝臓   0．01   

0．01   

その他の家書んの肝臓 ’    鶏の腎臓1   0．01   

その他の家きんの腎臓   0．01   

0．01   
0、Ol   

鶏の食用部分・    その他の家きんの食用部分    鶏の卵   0．01   

その他の支きんの卵   0．O   

注7）「その他のペリー類果実」とは、ペ  
リー煩累実のうち、いちご、ラズベリー、  
ブラックペリー、ブルーベリー、クランペ  
リー及びハックルペリー以外のものをい  
う。  

注8）「その他の果実」とは、果実のう  
ち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、  
西洋なし、マルメロ、ぴわ、もも、ネクタ  
リン、あんず、すもも、うめ、おうとう、  
ペリー類果実、ぷどう、かき、バナナ、キ  
ウイー、′く′くイヤ、アボカド、パイナップ  
ル、グアバ、マンゴー、パッションフ／レー  
ツ、なっめやし及びスパイス以外のものを  
いう。 

注9）「その他の／＼－プ」とは、′、－プの  
うち、クレソン、にら、パセリの茎、パセ  
リの葉、セロリの茎及びセロリの蕪以外の  
ものをいう。  

注1C）rその他の陸棲哺乳葉引こ属する動  
物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のう  
ち、牛及び腰以外のものをいう。  

注11）r食用部分ノとは、食用に供され  
る部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓  
以外の部分をいう。  

注12）「その他の家きん」とは、豪きん  
のうち、鶏以外のものをいう。   
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